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管理部門担当者様にとって注目のテーマに気付きをお届けする

2022 3/1

な
ぜ
年
金
制
度
の
改
正
が

必
要
な
の
か
？

1日
本
の
社
会
保
障
費
が
年
々
上
昇
し
、
私
た
ち

の
生
活
に
直
結
し
て
い
る
医
療
保
険
や
年
金
の
財

源
確
保
が
喫
緊
の
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
記
事
は
年
金
制
度
の
改
正
に
焦
点
を
当
て

て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
社
会
保
障
費
の
中
で

も
、
特
に
、
年
金
制
度
の
収
入
と
支
出
か
ら
確
認

を
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

2
0
1
9
年
度
の
予
算
ベ
ー
ス
に
お
け
る
日

本
の
年
金
制
度
の
財
源
（
収
入
）
額
と
支
出
額
は

以
下
の
と
お
り
で
す
。

収
入
が
51
・
9
兆
円
、
支
出
が
55
・
1
兆
円
、

差
引
き
す
る
と
マ
イ
ナ
ス
3
・
2
兆
円
で
す
。

国
家
レ
ベ
ル
の
財
源
の
話
に
な
る
と
、
額
が
大

き
す
ぎ
て
イ
メ
ー
ジ
が
湧
き
に
く
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
額
は
大
き
く
て
も
、
考
え
方
は

私
た
ち
の
家
計
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
す
。

ポ
イ
ン
ト
は
、収
入
と
支
出
の
バ
ラ
ン
ス
で
す
。

仮
に
、
収
入
が
支
出
よ
り
多
け
れ
ば
黒
字
、
支
出

が
多
け
れ
ば
赤
字
に
な
り
ま
す
。
こ
の
観
点
か
ら

考
え
る
と
、
年
金
制
度
の
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
は
、

赤
字
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。赤
字
の
対
策
は
、

収
入
を
増
や
す
方
法
を
検
討
す
る
、
あ
る
い
は
支
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　そこで今回は、この年金制度の改正の主旨や改正内容について　そこで今回は、この年金制度の改正の主旨や改正内容について、、

假谷美香特定社会保険労務士にご解説いただきます。假谷美香特定社会保険労務士にご解説いただきます。

2019年度の予算ベースにおける日本の年金制度の財源（収入）額と支出額

収入 保険料 38.9兆円 ＋ 年金への国庫負担 13.0兆円 ＝ 51.9兆円

支出 年金給付　55.1兆円
（『2019（令和元）年公的年金財政検証について』厚生労働省　より抜粋）

特定社会保険労務士
人事コンサルタント 

假谷 美香 氏
“日本企業にやりがいと生きがいを
もったビジネスパーソンを増やす”
をミッションに、日夜、管理職研修、
教育制度の策定などを通してハラ
スメントの撲滅に努めている。

管理部門注目のイベント
2022年3月

1日	 春季全国火災予防運動（～ 7日） 
 消防庁 
 全国山火事予防運動（～ 7日） 
 林野庁 
 女性の健康週間（～ 8日） 厚生労働省

3日	  世界野生生物の日 経済産業省
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出
を
抑
え
る
方
法
を
検
討
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
で

す
。家

計
の
場
合
、一
時
期
赤
字
に
な
っ
た
と
き
は
、

預
貯
金
を
切
り
崩
し
た
り
、
誰
か
に
お
金
を
借
り

て
生
活
費
に
充
て
ま
す
。

年
金
制
度
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ス
分
（
2
0
1
9

年
度
予
算
ベ
ー
ス
で
3
・
2
兆
円
）
は
ど
の
よ
う

に
補
塡
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

実
は
、
今
ま
で
積
立
て
て
き
た
お
金
を
充
て
て

い
ま
す
。
こ
の
お
金
を
年
金
の
世
界
で
は
“
年
金

積
立
金
運
用
資
産
”
と
い
い
、
2
0
1
7
（
平
成

29
）
年
度
末
時
点
で
の
年
金
積
立
金
の
運
用
資
産

額
は
1
6
4
・
1
兆
円
で
す
。

将
来
を
考
え
る
と
、
保
険
料
の
担
い
手
で
あ
る

現
役
世
代
が
減
少
し
て
い
る
た
め
、
年
金
制
度
の

収
入
は
減
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
増
え
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
過
去
積
立
て
て
き
た

資
産
か
ら
補
塡
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
で
は
、
こ
の
過
去
の
遺

産
を
切
り
崩
す
状
況
を
い
つ

ま
で
続
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

現
在
、
日
本
は
世
界
に
類

を
見
な
い
超
高
齢
化
社
会
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

図
表
１
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
2
0
1
9
年
の
日
本
の

人
口
は
、
1
億
2
6
1
7
万

人
、生
産
年
齢
（
15
～
64
歳
）

人
口
の
割
合
は
59
・
5
％
、

高
齢
化
率
（
65
歳
以
上
人
口

割
合
）
は
28
・
4
％
で
す
。

日
本
の
人
口
は
す
で
に
、
12

年
前
の
2
0
1
0
年
に
ピ
ー

ク
を
迎
え
、
徐
々
に
減
少
傾

向
に
あ
り
、
そ
れ
と
は
逆
に

高
齢
化
率
は
上
昇
の
一
途
を

た
ど
っ
て
い
ま
す
。

年
金
の
保
険
料
の
主
た
る

担
い
手
は
現
役
世
代
、
す
な

わ
ち
図
表
１
に
お
け
る
『
生

産
年
齢
人
口
（
15
～
64
歳
）』
で
す
。
そ
し
て
、

支
出
の
主
た
る
層
は
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
と
な

り
ま
す
。

総
人
口
が
減
少
し
、
年
金
保
険
料
の
担
い
手
と

な
る
現
役
世
代
も
減
少
、
逆
に
65
歳
以
上
の
人
が

増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、年
金
の
財
源
が
減
少
し
、

支
出
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、

今
ま
で
積
立
て
て
き
た
年
金
積
立
金
を
使
い
続
け

な
け
れ
ば
制
度
が
成
り
立
た
な
い
、
こ
れ
が
将
来

に
か
け
て
の
日
本
の
状
況
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
厚
生
労
働
省
は
年

金
に
関
す
る
試
算
を
繰
り
返
し
、
都
度
法
改
正
を

行
い
な
が
ら
、
持
続
可
能
な
制
度
を
設
計
し
続
け

て
い
ま
す
。今
般
の
改
正
に
お
い
て
も
国
民
の「
長

期
化
す
る
高
齢
期
の
経
済
基
盤
の
充
実
を
図
る
こ

と
」
を
大
き
な
目
的
と
し
て
掲
げ
て
い
ま
す
。

2
0
2
2
年
4
月
以
降
の

年
金
制
度
の
改
正
内
容

22
0
2
2
年
4
月
以
降
の
年
金
制
度
の
改
正

に
は
、大
き
く
分
け
て
以
下
の
４
つ
が
あ
り
ま
す
。

①�

被
用
者
保
険
（
厚
生
年
金
保
険
・
健
康
保
険

等
）
の
適
用
拡
大

②�

在
職
中
の
年
金
受
給
の
在
り
方
の
見
直
し

（
在
職
定
時
改
定
の
導
入
、
在
職
老
齢
年
金

制
度
の
見
直
し
）

③
受
給
開
始
時
期
の
選
択
肢
の
拡
大

④�

確
定
拠
出
年
金
の
加
入
可
能
要
件
の
見
直
し

な
ど

正
確
に
は
⑤
に
そ
の
他
と
い
う
項
目
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
項
目
に
お
け
る
具
体
的
な
改
正
内

容
は
“
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
”
や
、

“
短
期
滞
在
の
外
国
人
に
対
す
る
脱
退
一
時
金
の

支
給
上
限
年
数
の
引
上
げ
”
な
ど
、と
な
り
ま
す
。

よ
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
現
在
働
い
て
い
る

人
に
直
接
関
係
す
る
改
正
に
焦
点
を
あ
て
、
上
記

①
～
④
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

被
用
者
保
険（
厚
生
年
金
保
険
・

健
康
保
険
等
）の
適
用
拡
大

2-①ま
ず
、
被
用
者
保
険
と
は
、
一
般
的
に
私
た
ち

が
社
会
保
険
と
呼
ん
で
い
る
厚
生
年
金
保
険
や
健

康
保
険
な
ど
を
指
し
ま
す
。

今
般
の
改
正
は
、
厚
生
年
金
保
険
や
健
康
保
険

の
加
入
者
を
増
や
す
こ
と
が
趣
旨
の
ひ
と
つ
で

す
。具

体
的
な
内
容
と
し
て
は
、
３
つ
ほ
ど
あ
り
ま

す
が
、
一
般
の
企
業
に
関
係
す
る
の
は
、『
短
時

間
労
働
者
を
適
用
対
象
と
す
べ
き
事
業
所
の
規
模

を
段
階
的
に
引
き
下
げ
る
』
と
い
う
点
で
す
。

現
在
5
0
0
人
超
規
模
の
企
業
に
は
、
週
20

時
間
以
上
働
き
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
労
働
者

へ
の
被
用
者
保
険
の
適
用
を
義
務
付
け
て
い
ま
す

（
図
表
２
参
照
）。

改
正
後
は
、
対
象
と
な
る
事
業
所
の
企
業
規

模
が
、
2
0
2
2
年
10
月
に
1
0
0
人
超
規
模
、

2
0
2
4
年
10
月
に
は
50
人
超
規
模
ま
で
段
階

的
に
拡
大
さ
れ
る
他
、
加
入
対
象
者
の
条
件
は
、

以
下
の
４
つ
の
条
件
を
す
べ
て
ク
リ
ア
し
た
人
で

す
。
雇
用
形
態
は
問
い
ま
せ
ん
の
で
、
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
や
ア
ル
バ
イ
ト
も
含
み
ま
す
。

平成29年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○ 日本の人口は近年減少局面を迎えている。2065年には総人口が9,000万人を割り込み、
高齢化率は38％台の水準になると推計されている。

人口（万人）

生産年齢
人口割合

51.4%

高齢化率
38.4%

合計特殊
出生率
1.44

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019 2025 2035 2045 2055 2065

生産年齢人口（15～64歳）割合

高齢化率（65歳以上人口割合）

合計特殊出生率

15～64歳人口

14歳以下人口

65歳以上人口59.5%

28.4%

1.36

12,617万人

11,913

3,716

6,875

1,321

8,808

3,381

4,529

898

2019年までの人口は総務省「人口推計」（各年10月1日現在）、高齢化率および生産年齢人口割合は、2019年は総務省「人口推計」、それ以外は総務省「国勢調査」、
2019年までの合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」

（出所）

図表1　日本の人口の推移
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週
の
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
で
あ
る

 
月
額
賃
金
が
8
万
8
千
円
以
上
で
あ
る

 
2
カ
月
を
超
え
る
雇
用
の
見
込
み
が
あ
る

 

学
生
で
は
な
い

在
職
中
の
年
金
受
給
の

在
り
方
の
見
直
し

2-②在
職
中
の
年
金
受
給
の
在
り
方
の
見
直
し
と

は
、
厚
生
年
金
保
険
に
お
い
て
在
職
定
時
改
定
の

導
入
や
在
職
老
齢
年
金
制
度
の
見
直
し
の
こ
と
を

い
い
ま
す
。

『
在
職
定
時
改
定
の
導
入
』
と
は
、
65
歳
以
上
の

在
職
中
の
人
に
つ
い
て
は
、
年
金
額
の
改
定
を
毎

年
1
回
定
時
（
10
月
分
か
ら
）
に
行
う
と
い
う
も

の
で
す
。
改
正
前
は
、
退
職
時
お
よ
び
70
歳
到
達

時
に
の
み
、
年
金
額
の
改
定
が
あ
っ
た
た
め
、
在

職
中
に
年
金
を
も
ら
お
う
と
し
て
も
、
す
ぐ
に
年

金
額
が
増
額
し
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
今
般
の
改
正
で
、
退
職
を
待
た

ず
に
1
年
ご
と
に
年
金
額
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
年
金
を
受
給
し
な
が
ら
働
く
人
の
経
済
基

盤
の
充
実
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

『
在
職
老
齢
年
金
制
度
の
見
直
し
』
と
は
、
60
歳

か
ら
65
歳
未
満
の
在
職
中
に
支
給
さ
れ
る
特
別
支

給
の
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
支
給
停
止
と
な

ら
な
い
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
具

体
的
に
は
、
支
給
停
止
の
基
準
額
を
、
28
万
円
か

ら
47
万
円
に
引
き
上
げ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
在
職

中
に
厚
生
年
金
保
険
を
受
給
し
よ
う
と
す
る
と
、

現
行
の
制
度
の
支
給
停
止
の
基
準
額
が
28
万
円
で

あ
る
こ
と
に
よ
り
、
支
給
停
止
に
か
か
ら
な
い
よ

う
に
短
い
時
間
だ
け
働
こ
う
と
す
る
高
齢
者
が
少

な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
た
め
で
す
。

支
給
停
止
の
基
準
額
と
は
、
平
均
月
給
（
ボ
ー

ナ
ス
を
含
む
）
+
月
額
老
齢
厚
生
年
金
受
給
額
が

基
準
額
を
超
え
る
と
、
年
金
が
停
止
す
る
と
い
う

も
の
で
す
。
例
え
ば
、
老
齢
厚
生
年
金
の
月
額
受

給
額
が
10
万
円
で
あ
り
、
18
万
円
を
超
え
た
月
給

を
も
ら
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
28
万
円
を
超
え
た

分
の
2
分
の
1
に
つ
い
て
は
、
老
齢
厚
生
年
金
が

支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

こ
の
基
準
額
が
、
改
正
後
は
47
万
円
へ
引
き
上

げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
支
給
停
止
を
考
え
る
こ

と
な
く
働
き
な
が
ら
年
金
を
も
ら
う
人
が
増
え
る

可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

受
給
開
始
時
期
の

選
択
肢
の
拡
大

2-③現
行
に
お
い
て
は
、
公
的
年
金
の
受
給
開
始
時

期
を
「
60
歳
か
ら
70
歳
の
間
」
で
自
由
に
選
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
65
歳
よ
り
早
く
受

給
し
た
場
合
、年
金
月
額
は
減
額
（
最
大
30
％
減
）

と
な
り
、
65
歳
よ
り
後
に
受
給
を
開
始
し
た
場
合

は
年
金
月
額
が
増
額
（
最
大
42
％
増
）
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

改
正
後
は
、
受
給
開
始
時
期
を
「
60
歳
か
ら
75

歳
の
間
」
と
し
て
、
上
限
を
70
歳
か
ら
75
歳
へ
引

き
上
げ
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
仮

に
75
歳
か
ら
受
給
を
開
始
し
た
場
合
は
、
年
金
額

が
84
％
増
額
さ
れ
、
一
生
涯
こ
の
増
額
さ
れ
た
金

額
で
年
金
を
も
ら
い
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
改
正
に
よ
り
繰
上
げ
（
60
歳
か
ら
64
歳

ま
で
に
受
給
開
始
）
す
る
場
合
も
減
額
率
が
減
少

さ
れ
ま
す
。

現
行
：

繰
上
げ
減
額
率
＝
0
・
5
％
×
繰
上
げ
た
月
数

　
　
　
　
　
　

➡

改
正
後
：

繰
上
げ
減
額
率
＝
0
・
4
％
×
繰
上
げ
た
月
数

（
2
0
2
2
年
4
月
1
日
以
降
、
60
歳
に
到
達
す
る
人
を
対
象
と
し
て

改
正
予
定
）

繰
上
げ
・
繰
下
げ
に
よ
る
減
額
・
増
額
率
は
図

表
３
の
と
お
り
で
す
。

確
定
拠
出
年
金
の

加
入
可
能
要
件
の
見
直
し
な
ど

2-④確
定
拠
出
年
金
お
よ
び
確
定
給
付
企
業
年
金
に

つ
い
て
も
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
。

確
定
拠
出
年
金
や
確
定
給
付
年
金
と
は
、
３
階

建
て
の
年
金
と
も
私
的
年
金
と
も
呼
ば
れ
て
い
る

も
の
で
、
国
が
加
入
を
義
務
付
け
て
い
る
も
の
で

図表3　繰上げ・繰下げによる減額・増額率

請求時の年齢 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

減額・増額率
改正後

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％ ％ ％

請求時の年齢 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

減額・増額率
改正後

％ ％ ％ ％

・繰上げ減額率＝ ％※×繰上げた月数（ 歳～ 歳）
※繰上げ減額率は2022年４月１日以降、

歳に到達する方を対象として、１月あたり ％に改正予定。
・繰下げ増額率＝ ％×繰下げた月数（ 歳～ 歳）

減額率・増額率は請求時点（月単位）を起点に計算される。

対象 要件
2016年10月～ 
（現行）

2022年10月～
（改正）

2024年10月～
（改正）

事業所 事業所の規模 常時500人超 常時100人超 常時50人超

短時間労
働者

労働時間
週の所定労働時間

が20時間以上
変更なし 変更なし

賃金 月額88,000円以上 変更なし 変更なし

勤務期間
継続して1年以上使用

される見込み
継続して2カ月を超えて

使用される見込み
継続して2カ月を超えて

使用される見込み

適用除外 学生ではないこと 変更なし 変更なし

図表2　社会保険の被保険者の要件

出典：日本年金機構（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html）

出典：『年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要』厚生労働省
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は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
企
業
が
福
利
厚
生
の
一
環
と

し
て
加
入
し
た
り
、
個
人
が
加
入
で
き
た
り
す
る

年
金
制
度
で
す
（
図
表
４
参
照
）。

企
業
型
確
定
拠
出
年
金
や
確
定
給
付
企
業
年
金

に
加
入
し
て
い
る
企
業
は
、
こ
ち
ら
の
改
正
に
つ

い
て
も
理
解
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ⅰ
． 

確
定
拠
出
年
金
（
Ｄ
Ｃ
）
の
加
入
可
能
年
齢

の
引
き
上
げ
（
2
0
2
2
年
5
月
施
行
）

　
　

⑴ 

企
業
型
確
定
拠
出
年
金
（
企
業
型
Ｄ
Ｃ
）

の
加
入
者

　
　
　

現
行
： 

65
歳
未
満
（
60
歳
以
降
も
60
歳
前

と
同
一
事
業
所
で
継
続
し
て
使
用

さ
れ
る
者
に
限
ら
れ
る
）
の
厚
生

年
金
保
険
被
保
険
者

　
　
　

改
正
後
： 

70
歳
未
満
の
厚
生
年
金
保
険
被

保
険
者

　
　

⑵ 

個
人
型
確
定
拠
出
年
金
（
個
人
型
Ｄ
Ｃ

︻
i
D
e
c
o
︼）
の
加
入
者

　
　
　

現
行
： 

60
歳
未
満
の
公
的
年
金
被
保
険
者

　
　
　

改
正
後
： （
65
歳
未
満
の
）
公
的
年
金
被

保
険
者

Ⅱ
．
受
給
開
始
時
期
等
の
選
択
肢
の
拡
大

　

⑴ 

確
定
拠
出
年
金
（
企
業
型
お
よ
び
個
人
型
）

（
2
0
2
2
年
4
月
施
行
）

　
　

現
行
： 

60
歳
か
ら
70
歳
の
間
で
受
給
開
始
時

期
選
択

　
　

改
正
後
： 

60
歳
か
ら
75
歳
の
間
で
受
給
開
始

時
期
選
択

　

⑵
確
定
給
付
企
業
年
金
（
Ｄ
Ｂ
）（
2
0
2
0

年
6
月
5
日
公
布
施
行
）

　
　

現
行
： 

60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の
間
で
、
労
使

合
意
に
基
づ
く
規
約
に
お
い
て
支
給

開
始
時
期
を
設
定

　
　

改
正
後
： 

60
歳
か
ら
70
歳
ま
で
の
間
で
、
労

使
合
意
に
基
づ
く
規
約
に
お
い
て

支
給
開
始
時
を
設
定

未
統
合
年
金
に
つ
い
て

3最
後
に
、
余
談
で
す
が
、
一
時
期
未
統
合

の
年
金
記
録
の
問
題
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

若
い
こ
ろ
の
年
金
記
録
が
統
合
さ
れ
て
お
ら

ず
、
そ
の
ま
ま
宙
に
浮
い
て
い
た
と
い
う
年
金

で
す
。
2
0
2
1
年
9
月
時
点
で
、
な
お
約

1
7
8
3
万
件
の
持
ち
主
が
判
明
し
て
い
ま
せ

ん
。
最
近
、
筆
者
は
遺
族
年
金
の
申
請
代
行
を
す

る
折
に
、
亡
く
な
っ
た
方
の
未
統
合
の
年
金
記
録

が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
経
験
を
し
ま
し
た
。
未
統

合
の
年
金
記
録
に
は
、
時
効
は
な
く
、
本
来
も
ら

え
る
べ
き
だ
っ
た
年
齢
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
す
べ

て
支
給
さ
れ
ま
す
。
1
年
間
で
は
わ
ず
か
な
額
で

も
20
年
30
年
と
ま
と
ま
る
と
結
構
な
金
額
と
な

り
、
老
後
の
生
活
費
が
少
し
潤
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
未
統
合
の
年
金
が
見
つ
か
っ
た
方
は
、

年
金
受
給
開
始
時
（
65
歳
）
に
年
金
事
務
所
で
未

統
合
年
金
の
確
認
を
行
っ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、

残
念
な
が
ら
そ
の
と
き
に
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た

と
の
こ
と
で
す
。
年
金
を
受
給
し
て
い
る
、
あ
る

い
は
、
こ
れ
か
ら
受
給
す
る
人
も
、
今
一
度
未
統

合
の
年
金
記
録
が
な
い
か
ど
う
か
、
念
の
た
め
確

認
を
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

（数値は
   2020年3月末時点）

※斜線部は任意加入

万人万人万人

自営業者、学生など 公務員など会社員 第２号被保険者の
被扶養配偶者

第１号被保険者 第３号被保険者第２号被保険者等

万人

国 民 年 金 （ 基 礎 年 金 ）

厚生年金保険加入員数
万人

加入員数
万人

（公務員等※１）

加入者数
万人

（代行部分）

３
階
部
分

２
階
部
分

１
階
部
分

（会社員）

※２ 第２号被保険者等とは、厚生年金被保険者のことをいう（第２号被保険者のほか、65歳以上で老齢、または、退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む）。

※１ 被用者年金制度の一元化に伴い、2015年10月1日から公務員および私学教職員も厚生年金に加入。また、共済年金の職域加算部分は廃止され、新たに退職等年金給付が創設。
ただし、2015年9月30日までの共済年金に加入していた期間分については、2015年10月以後においても、加入期間に応じた職域加算部分を支給。

退職等
年金給付※１

加入員数
万人

確定拠出
年金（企業型）

確定給付
企業年金

厚生年金
基金

加入者数
万人

加入者数
万人

加入員数
万人

国
民
年
金
基
金

※２

図表4　年金制度の仕組み

出典：『年金制度のポイント 令和3年度』厚生労働省


